
 

重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業のご案内 
 

横浜市では、重度の障害がある方を対象に、入院時のコミュニケーションを支援する事業を実施しています。 

この事業は、意思疎通に支援が必要な場合に、コミュニケーション支援員を入院先（精神科病院及び精神科病棟

を除きます。）に派遣し、医療機関のスタッフとご本人との円滑なコミュニケーションをサポートするものです。 

 

１ この事業を利用できる方 

横浜市内在住の小学生以上の障害児・者で、次の(1)～(4)のすべてにあてはまる方。ただし、重度

訪問介護で入院中のコミュニケーション支援を受けられる場合を除きます。 

(1) ア～ウのいずれかに該当する方 

ア 65 歳に達するまでに、四肢機能障害１・２級の身体障害者手帳を取得した方、又はこれに準

ずる方 

イ 知的障害の判定を受けている方 

ウ 65 歳に達するまでに、精神障害を有した方 

(2) 意思疎通を円滑に図ることの難しい方（申請時に、別途定めた要件に該当するか確認します。） 

(3) 障害福祉サービス等を利用している方 

(4) 入院先の医療機関の了解を得られる方 

 

２ コミュニケーション支援員の業務 

ご本人と医師・看護師等との円滑な意思疎通を支援するため、診察時や病室等で利用者の主訴等を

伝えるなど、コミュニケーションをサポートします。 

※ 診療報酬の対象となるサポートや、買い物の代行などは、対象外です。 
 

３ コミュニケーション支援員になれる人 

日常的にご本人の支援に関わっているヘルパー、通所先の職員、グループホームの職員、入所施設

の職員（療養介護の事業所を除きます。）、地域活動ホームの職員 等 

 

４ 利用時間数 

１回の入院につき、150 時間まで。（日数の制限はありません。） 

 

５ 利用者負担額 

  なし。（市外の病院に派遣する場合は、支援員派遣の交通費を負担していただく場合があります。） 

 

６ 登録申請先 

お住まいの区の福祉保健センターで、手続きをしてください。 

 

７ 利用方法 

(1) 事前登録（緊急入院の場合、入院時に登録して利用することも可能です。）  

①  普段利用している事業者・施設等に、コミュニケーション支援員として派遣を

お願いできるか確認し、承諾をもらってください。                   

②  承諾が得られたら、区福祉保健センターの窓口に事前に登録申請をしてくださ  

い。（登録、利用に必要な書類は、区福祉保健センターにあります。）              

(2) 入院した時  

③  病院にコミュニケーション支援員が入ることについて、病院の許可をもらって

ください。  

④  登録事業者・施設等にコミュニケーション支援員の派遣を依頼してください。 

⑤「利用開始届」を、区福祉保健センターに提出してください。  

(3) 退院した時  

⑥「利用終了届」を、区福祉保健センターに提出してください。  

R7.4 更新 



＜各区 福祉保健センター＞ 

 

区 所在地 窓口 担当 電話番号 FAX 

鶴見 
〒230-0051 

鶴見中央3-20-1 

高齢・障害支援課 障害者 ５１０－１８４７ ５１０－１８９７ 

こども家庭支援課 障害児 ５１０－１８３９ ５１０－１８８７ 

神奈川 
〒221-0824 

広台太田町3-8 

高齢・障害支援課 障害者 ４１１－７１１４ ３２４－３７０２ 

こども家庭支援課 障害児 ４１１－７１１３ ３２１－８８２０ 

西 
〒220-0051 

中央1-5-10 

高齢・障害支援課 障害者 ３２０－８４１７ ２９０－３４２２ 

こども家庭支援課 障害児 ３２０－８４０２ ３２２－９８７５ 

中 
〒231-0021 

日本大通35 

高齢・障害支援課 障害者 ２２４－８１６５ 
２２４－８１５９ 

こども家庭支援課 障害児 ２２４－８１９９ 

南 
〒232-0024 

浦舟町２-33 

高齢・障害支援課 障害者 ３４１－１１４１ ３４１－１１４４ 

こども家庭支援課 障害児 ３４１－１１４８ ３４１－１１４５ 

港南 
〒233-0003 

港南４-２-10 

高齢・障害支援課 障害者 ８４７－８４５９ ８４５－９８０９ 

こども家庭支援課 障害児 ８４７－８４５７ ８４２－０８１３ 

保土ケ谷 
〒240-0001 

川辺町2-9 

高齢・障害支援課 障害者 ３３４－６３８４ ３３１－６５５０ 

こども家庭支援課 障害児 ３３４－６３５３ ３３４－６３９３ 

旭 
〒241-0022 

鶴ケ峰1-4-12 

高齢・障害支援課 障害者 ９５４－６１２８ ９５５－２６７５ 

こども家庭支援課 障害児 ９５４－６１１７ ９５１－４６８３ 

磯子 
〒235-0016 

磯子3-5-1 

高齢・障害支援課 障害者 ７５０－２４１６ 
７５０－２５４０ 

こども家庭支援課 障害児 ７５０－２４３９ 

金沢 
〒236-0021 

泥亀2-9-1 

高齢・障害支援課 障害者 ７８８－７８４９ ７８６－８８７２ 

こども家庭支援課 障害児 ７８８－７７７２ ７８８－７７９４ 

港北 
〒222-0032 

大豆戸町26-1 

高齢・障害支援課 障害者 ５４０－２２３７ ５４０－２３９６ 

こども家庭支援課 障害児 ５４０－２３２０ ５４０－２４２６ 

緑 
〒226-0013 

寺山町118 

高齢・障害支援課 障害者 ９３０－２４３３ ９３０－２３１０ 

こども家庭支援課 障害児 ９３０－２４３２ ９３０－２４３５ 

青葉 
〒225-0024 

市ケ尾町31-4 

高齢・障害支援課 障害者 ９７８－２４５３ ９７８－２４２７ 

こども家庭支援課 障害児 ９７８－２４５７ ９７８－２４２２ 

都筑 
〒224-0032 

茅ケ崎中央32-1 

高齢・障害支援課 障害者 ９４８－２３１６ ９４８－２４９０ 

こども家庭支援課 障害児 ９４８－２３２１ ９４８－２３０９ 

戸塚 
〒244-0003 

戸塚町16-17 

高齢・障害支援課 障害者 ８６６－８４６３ ８８１－１７５５ 

こども家庭支援課 障害児 ８６６－８４６８ ８６６－８４７３ 

栄 
〒247-0005 

桂町303-19 

高齢・障害支援課 障害者 ８９４－８０６８ 
８９３－３０８３ 

こども家庭支援課 障害児 ８９４－８９５９ 

泉 
〒245-0024 

和泉中央北5-1-1 

高齢・障害支援課 障害者 ８００－２４８５ 
８００－２５１３ 

こども家庭支援課 障害児 ８００－２４４８ 

瀬谷 
〒246-0021 

二ツ橋町190 

高齢・障害支援課 障害者 ３６７－５７１５ ３６４－２３４６ 

こども家庭支援課 障害児 ３６７－５７０３ ３６７－２９４３ 

■ 事業に関するお問い合わせ先 

横浜市健康福祉局障害自立支援課（福祉給付係） 電話：（６７１）３８９１  ＦＡＸ：（６７１）３５６６ 


